
大和市広告掲載に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年２月１６日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第５号 

大和市広告掲載に関する規則の一部を改正する規則 

大和市広告掲載に関する規則（平成２０年大和市規則第２３号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「場合」の次に「又はネーミングライツに係る広告媒体である場合」を加える。 

第２２条の見出しを「（委任）」に改め、同条を第２３条とし、第２１条を第２２条とし、第

２０条を第２１条とし、第１９条の次に次の１条を加える。 

（国等の広告掲載の特例） 

第２０条 市長は、第５条第１号に掲げる広告のうち、第３条に規定する基準に適合することが明

らかなものについては、第８条、第９条及び第１２条の規定を適用しないことができる。 

別表中「第２１条」を「第２２条」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


